[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8]鹿児島県中小企業施設等災害復旧事業補助金交付申請用チェックリスト
申請者名：　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　共通提出書類（施設・設備のいずれの場合も提出が必要）
	番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	申請者
	受付
	審査担当

	1
	交付申請用チェックリスト（本紙）
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	2
	鹿児島県中小企業施設等災害復旧事業補助金交付申請書
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	3
	補助事業計画書（紙及び電子媒体で提出）
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	4
	見積書一覧表
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	5
	工事の詳細見積書の写し
	(※１)
	任意
	□有
	□
	□

	６
	被災状況が分かる写真（カラー）
	必須
	A4用紙に
印刷（貼付）
	□有
	□
	□

	７
	【法人】①現在事項証明書（商業登記）
【個人】②住民票抄本，開業届出書（写）
※共有財産の場合は共有者全員分必要です。
	必須
	①は法務局
②は市町村
	□有
	□
	□

	８
	納税証明書（県税・国税未納なしの証明）
※共有財産の場合は共有者全員分必要です。
	必須
	県税事務所，税務署で取得
	□有
	□
	□

	９
	暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	10
	事業実施における誓約書
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	11
	【法人】法人税申告書，貸借対照表，損益計算書
【個人】確定申告書の写し，収支計算書等
	必須
(※２)
	－
	□有
	□
	□

	12
	固定（償却）資産台帳(※３)
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	13
	賃貸借契約書等の写し
	(※４)
	任意
	□有
	□
	□

	14
	罹災(被災)証明書の写し(※５)
	必須
	市町村
	□有
	□
	□

	15
	火災保険等の申請施設等を対象とした保険の内容，
受領金額が分かる書類及び火災保険金等計算書
	(※６)
	任意
	□有
	□
	□

	16
	事業継続計画（BCP），事業継続力強化計画
 (※７)
	必須
	－
	□有
□未策定
	□
	□


※１　既に復旧を実施済みであり，見積書がない場合で，請求書や領収書等により，支払金額の詳細な内訳（施設・設備毎の支払金額や施設の工事内容毎の支払金額など）が分かる場合は，見積書の提出を省略することができます。
※２　交付申請時から直近1年分を提出してください。確定申告が不要な個人の場合は，所得証明書など確定申告が不要であることが分かる書類と確定申告が不要であり，申告書の写しの提出が不可能である旨の申立書を提出してください。
※３　購入後間もなく，固定（償却）資産台帳に記載されていない設備等については，購入先等の記録として，売買契約書や修理・点検記録等を提出してください。
※４　施設・設備の所有者と使用者が異なる場合に提出してください。
※５　罹災（被災）証明書を提出できない場合，「罹災(被災)証明書が提出できない理由書」，「令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨，または，令和７年台風第12号による被災であることを証する書類（専門家により記載）」を提出してください。
[bookmark: _Hlk210831013]※６　補助対象事業にかかる保険金等の受給がある場合に提出してください。
　　　なお，対象施設・設備ごとの保険金額について，明確にしてください。
※７　本補助金を利用するにあたっては，事業継続計画（BCP）又は事業継続力強化計画を策定済み，又は年度末までに策定する予定である必要があります。策定済みの事業者は，交付申請時に添付していただき，策定予定の事業者は策定したものを年度内に提出していただく必要があります。



⑵　施設の修繕の場合（⑴に加えて，以下の書類の提出が必要です。）
	番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	申請者
	受付
	審査担当

	1
	各種図面（位置図，敷地内配置図，平面図(※１)，立面図(※２)）
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	2
	現在事項証明書（建物）(※３)
	必須
	法務局で取得
	□有
	□
	□

	3
	共有者全員からの同意書（施設）
	(※４)
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	4
	補助対象施設の利用状況表
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	5
	按分計算書
	(※５)
	県HP掲載
	□有
	□
	□


[bookmark: OLE_LINK6]※１　平面図は，施設の用途・構造・面積が分かるものを提出してください。なお，平面図には，被災箇所，写真位置，施工予定箇所を示してください。（被災箇所，写真，施行予定箇所の数量が多いなどの理由により，１枚の平面図に示すことができない場合は，複数に分けて作成いただいて結構です。）
※２　立面図は，外壁の修繕がある場合に提出してください。なお，平面図と同様に，被災箇所，写真位置，施工予定箇所を示してください。
※３　被災時点で登記がなかった建物については，登記してから交付申請する必要があります。なお，登記を法務局に申請したものの却下された場合には，現在事項証明書（建物登記）が添付できない理由書と市町村が発行する固定資産税課税証明書（名寄帳）を提出してください。
※４　共有財産に係る交付申請の場合に提出してください。
※５　非事業用面積，対象外店舗，床面積の増減がある場合など，按分計算が必要な場合に提出してください。

[bookmark: OLE_LINK7]⑶　設備の修繕・購入の場合（⑴に加えて，以下の書類の提出が必要です。）
	
	番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	
	申請者
	受付
	審査担当

	設備の修繕
	１
	被災設備の配置図
※移設がある場合は新旧配置図
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	
	２
	共有者全員からの同意書（設備）
	(※１)
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	設備の購入
	購入を行う場合は，⑶１，２に加えて，以下の書類が必要です。（購入　→　□有　□無）

	
	３
	設備取得にかかる証明書
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	車両の復旧がある場合
	車両の復旧を行う場合は，⑶１～２（購入の場合は⑶３も含む）に加えて，以下の書類が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　（車両の復旧　→　□有　□無）

	
	４
	自動車検査証（車検証）の写し
	必須
	－
	□有
	□
	□

	
	５
	事業用のみに用いていたことの確認書類
	(※２)
	－
	□有
	□
	□

	
	６
	永久抹消登録を証明する書類
	(※３)
	－
	□有
□購入なし
	□
	□


※１　共有財産に係る交付申請の場合に提出してください。
※２  原則として次の③，④を必須とし，併せて①または②を確認して判断します。
①  車体に企業名，屋号等が明示されているか
②  運行記録(6か月分)，業務日報など業務の用に供していたことを証する書類 
③  自動車保管場所が事業所（個人事業主の住宅等は除く）となっているか
④  当該車両に係る任意保険の使用目的設定が「事業使用」とするなど，業務中の事故を保
険金支払い対象とする自動車保険に加入しているか
⑤　その他，業務用に使用されていたことを証する書類
※３　車両を購入する場合のみ提出が必要です。
登録事項等証明書，使用済自動車引取証明書，「自動車リサイクルシステム」の「使用済自動車処理状況検索」を使用し，該当車両の登録・処理状況画面を印刷したもののいずれかを提出してください。

※チェック欄の「受付」「審査担当」欄は、県側で記載します。
